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１０月３１日（火）第１日  午前１０時００分開議 

  出席議員 

     １番  宮 下 成 美     ２番  筧 本   語 

     ３番  上 本 雄一郎     ４番  平 本 美 幸 

     ５番  美 濃 英 俊     ６番  古 居 俊 彦 

     ７番  長 坂 実 子     ８番  岡 野 数 正 

     ９番  平 川 博 之    １０番  酒 永 光 志 

    １１番  沖   也寸志    １２番  沖 元 大 洋 

    １３番  上 松 英 邦    １４番  浜 西 金 満 

    １５番  山 本 一 也    １６番  吉 野 伸 康 

 

（議席の一部変更後） 

     １番  宮 下 成 美     ２番  筧 本   語 

     ３番  上 本 雄一郎     ４番  平 本 美 幸 

     ５番  美 濃 英 俊     ６番  古 居 俊 彦 

     ７番  長 坂 実 子     ８番  岡 野 数 正 

     ９番  平 川 博 之    １０番  沖   也寸志 

    １１番  沖 元 大 洋    １２番  上 松 英 邦 

    １３番  吉 野 伸 康    １４番  浜 西 金 満 

    １５番  山 本 一 也    １６番  酒 永 光 志 

 

 欠席議員 

    沖 元 大 洋（午後のみ） 

 

 本会議に説明のため出席した者の職氏名 

    市長       明岳 周作    副市長      土手 三生 

    教育長      岡田  學    総務部長     奥田 修三 

    企画部長     畑河内 真    危機管理監    佐野 数博 

    市民生活部長   江郷 壱行    福祉保健部長   仁城 靖雄 

    産業部長     高橋 龍二    土木建築部長   西川 貴則 

    教育部長     山井 法男    消防長      丸石 正男 

 

 本会議に職務のため出席した者の職氏名 

    議会事務局長    矢野 圭一 

    議会事務局次長   長原 範幸 

 

 議事日程 

  日程第１  諸般の報告 

  日程第２  会議録署名議員の指名 
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  日程第３  会期の決定 

  追加日程第１  議長の辞職 

  追加日程第２  選挙第３号  議長の選挙 

  追加日程第３  議席の一部変更 

  追加日程第４  副議長の辞職 

  追加日程第５  選挙第４号  副議長の選挙 

  日程第４  常任委員の選任について 

  日程第５  議会運営委員の選任について 

  日程第６  選挙第１号  広島県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 

  日程第７  選挙第２号  広島県水道広域連合企業団議会議員選挙 

  日程第８  議案第５５号 令和４年度江田島市一般会計歳入歳出決算の認定につ 

               いて 

  日程第９  議案第５６号 令和４年度江田島市国民健康保険特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

  日程第１０ 議案第５７号 令和４年度江田島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出 

               決算の認定について 

  日程第１１ 議案第５８号 令和４年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会 

               計 

               歳入歳出決算の認定について 

  日程第１２ 議案第５９号 令和４年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定） 

               特別会計歳入歳出決算の認定について 

  日程第１３ 議案第６０号 令和４年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計 

               歳入歳出決算の認定について 

  日程第１４ 議案第６１号 令和４年度江田島市港湾管理特別会計歳入歳出決算の 

               認定について 

  日程第１５ 議案第６２号 令和４年度江田島市地域開発事業特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

  日程第１６ 議案第６３号 令和４年度江田島市宿泊施設事業特別会計歳入歳出決 

               算の認定について 

  日程第１７ 議案第６４号 令和４年度江田島市交通船事業特別会計歳入歳出決算 

               の認定について 

  日程第１８ 議案第６５号 令和４年度江田島市水道事業会計決算の認定について 

  日程第１９ 議案第６６号 令和４年度江田島市下水道事業会計決算の認定につい 

               て 

  追加日程第６  閉会中の継続調査及び審査の申出の承認について 
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           開会（開議）  午前１０時００分 

 

○議長（吉野伸康君）  改めまして、皆さんおはようございます。 

 議員また執行部の皆さん、早朝から御出席、御苦労さまでございます。傍聴者の皆様

方におかれましては、早朝から傍聴にお越しいただきまして、誠にありがとうございま

す。また、本臨時会をインターネットで配信で御覧いただいてる皆様に厚く、御礼申し

上げます。 

 さて、早いもので、我々議員４年任期の半分である２年が経過いたしました。議事日

程にもありますとおり、今日は常任委員会、議会運営委員会など、新たなメンバーが選

任されます。心新たにまた議会が議員が一丸となって、議会の職責を全うしていただき

たいと、このように思います。 

 それでは、議員の皆様方には、議事運営に特段の御協力を賜りますよう、よろしくお

願いをいたします。 

 ただいまから、令和５年第５回江田島市臨時議会を開きます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

 

日程第１  諸般の報告 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第１、諸般の報告を行います。 

 明岳市長から報告事項がありますので、これを許します。 

 明岳市長。 

○市長（明岳周作君）  失礼いたします。皆様、おはようございます。 

 本日、ここに議員各位の御参集をお願い申し上げ、令和５年第５回江田島市議会を開

会するに当たりまして、御挨拶を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、平素から市政運営に対し、格別の御理解と御協力をいた

だきまして、深く感謝いたしております。また、市民の皆様には、早朝から議会の傍聴

にお越しをいただき、心から御礼を申し上げます。ありがとうございます。 

 長く暑かった夏も過ぎ去り、ようやく秋晴れの陽気が心地よい季節となりました。近

年では、梅雨時期の集中豪雨や季節外れの大型台風などに見舞われ、過ごしやすい春と

秋の季節が短くなっているように感じております。これから秋も深まり、一段と朝晩の

冷え込みも増してまいります。市民の皆様方には体調の管理には十分御留意をいただき

たいと思います。 

 さて、秋の行楽シーズンとなり、各地ではスポーツや文化、また、食をテーマに様々

なイベントが催されております。本市におきましては、今月１０月１５日に恒例の「第

３６回ヒロシマＭＩＫＡＮマラソン大会」が開催され、市内外から１，４８６名のラン

ナーに御参加をいただきました。島の景色と爽やかな潮風を感じながら、思い思いに走

りを楽しんでいただけたことと思います。 
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 また、翌週２２日には、半世紀前に橋で結ばれた大柿町と対岸の音戸町の住民の方々

が共同して、昭和３０年代、当時１市６町の悲願でありました夢の架橋、いのちの橋、

早瀬大橋開通５０周年を祝うイベントが開催をされました。これを契機に、早瀬大橋が

結んだ縁を紡ぎながら、互いの地域が発展することを切に願っております。  

 さらに、先週土曜日２８日には、海上自衛隊第１術科学校を舞台に、自衛隊記念日行

事と合わせて、「オータムフェスタ江田島２０２３」及び「江田島湾海上花火大会」が

開催をされ、イベントの花となる大輪の花火が秋の夜空を彩りました。この花火大会は

毎年多くの市民、団体や企業の皆様からの御厚志により成り立っております。これから

も本市最大のイベントとして、官民一体となって市民の皆様に感動をお届けしていきた

いと思っております。 

 おかげさまで、我がまちを盛り上げようとするこれらのイベントの全てが、すがすが

しい秋晴れに恵まれ、市外から訪れた方にも、島の穏やかなひとときを過ごしていただ

けたものと思います。イベントの開催に当たりまして、御支援・御協力を賜りました全

ての皆様に対して、心から感謝と御礼を申し上げます。 

 さて、本市では、新年度に向けた予算編成作業に着手したところでございます。市の

財政状況を見てみますと、令和４年度決算では、歳入の根幹をなす市税収入は若干の改

善が見られるものの、地方譲与税をはじめとする交付金や地方交付税などは減少してお

り、依然厳しい財政状況が続いております。 

 さらに、今後の経済情勢を見通しましても、先行きの見えないガソリンなどの燃料費

の高騰や物価高などが、市民の皆様の生活に影響を及ぼしていくことが懸念されます。

こうした厳しい環境の中にあって、常に市民の皆様の日々の暮らしに寄り添いながら、

安定した財政運営基盤の確立に取り組み、新たな道を切り開いていかねばなりません。  

 本市は、来年、市制施行２０周年を迎え、次なる１０年を見据えた時代の大きな転換

点になると考えております。明るい未来に向けて新たな一歩を踏み出すために、市民、

事業者、議員、行政が一体となって取り組んでいかなければなりません。引き続き、議

員各位の一層の御支援と御協力をお願いいたします。 

 ９月開会の定例会以後の市政の主な事柄につきましては、市政報告書のとおりでござ

います。よろしくお願いいたします。 

 以上で、報告を終わらせていただきます。 

○議長（吉野伸康君）  以上で、市長の報告を終わります。 

  これで、諸般の報告を終わります。 

 

日程第２  会議録署名議員の指名 

 

○議長（吉野伸康君）  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、議長において１１番 沖也寸志

議員、１２番 沖元大洋議員を指名いたします。 

 

日程第３  会期の決定 
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○議長（吉野伸康君）  日程第３、会期の決定についてを議題といたします。 

 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日１日限りと決定いたしました。 

 この際、皆様に御報告いたします。 

 私が議長の職を辞するため、辞職願を提出いたします。 

 議事の都合により暫時休憩いたします。 

                            （休憩 １０時０９分） 

                            （再開 １０時１１分） 

○副議長（平川博之君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま吉野伸康議長から申出がありましたように、議長の辞職願が提出されており

ます。 

 お諮りします。 

 この際、議長の辞職を日程に追加し、議題とします。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議長の辞職を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。 

 ただいま追加された議案を配付しますので、暫時休憩いたします。 

                            （休憩 １０時１２分） 

                            （再開 １０時１３分） 

○副議長（平川博之君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

追加日程第１  議長の辞職 

 

○副議長（平川博之君）  追加日程第１、議長の辞職を議題といたします。 

 この際、地方自治法第１１７条の規定により、吉野伸康議長の退場を求めます。 

（吉野伸康議長 退場） 

 先ほど提出されました辞職願については、朗読を省略いたします。 

 この際、念のために申し上げます。 

 議長の辞職は、会議規則第１３９条第２項の規定により、討論を用いないで、その許

否を決めることになっております。 

 よって、直ちに採決いたしたいと思います。 

 お諮りします。 

 吉野伸康議員の議長辞職を許可することに御異議ありませんか。 



 

－６－ 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、吉野伸康議員の議長辞職を許可することに決定いたしました。 

 吉野伸康議員の入場を許可します。 

（吉野伸康議員 入場） 

 ただいま議長が欠員となりました。 

 お諮りします。 

 この際、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決定いたしました。  

 ただいま追加された議案を配付いたしますので、暫時休憩いたします。 

                            （休憩 １０時１７分） 

                            （再開 １０時１８分） 

○副議長（平川博之君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  

追加日程第２  議長の選挙 

 

○副議長（平川博之君）  追加日程第２、議長の選挙を行います。 

 選挙は投票によって行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場を閉める） 

 ただいまの出席議員数は、１６名です。 

 投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙の配付） 

 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名であります。自席にて、投票用紙に被選挙人の氏名を記載してくだ

さい。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱の点検をいたします。 

（投票箱の点検） 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから、投票を行います。 

 １番、宮下成美議員から議席順に投票をお願いします。 

（投 票） 

 投票漏れはありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 これより開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に１番宮下成美議員、２番筧本 語議

員、３番上本雄一郎議員を指名します。 

 開票の立会いをお願いします。 

（開 票） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１６票。 

 これは先ほどの出席議員数に符合しております。 

 そのうち有効投票１６票、無効投票ゼロ票。 

 有効投票のうち酒永光志議員１２票、岡野数正議員４票。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は４票です。したがって酒永光志議員が議長に当選されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場を開く） 

 ただいま議長に当選された酒永光志議員が議場におられます。 

 会議規則第３２条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

 酒永光志議員、当選承諾及び御挨拶をお願いします。 

○議長（酒永光志君）  お許しをいただきましたので、一言、御挨拶申し上げます。 

 ただいま江田島市議会議長に選任を賜りました酒永光志でございます。 

 浅学非才の私にとって誠に身に余る光栄であり、心から感謝を申し上げますとともに、

その責任の重大さをひしひしと感じているところでございます。 

 議員各位の御理解と御支援を賜り、公正公平で円滑な議会運営と、明るく開かれた議

会づくりに努めてまいりたいと思います。地方自治の本旨である二元代表制のもと、江

田島市議会におきましても、執行部としっかりとした議論を重ね、市民のための施策を

実践していくことは、江田島市の発展につながっていくものと私は思います。 

 江田島市は依然として厳しい財政状況ではございますが、活力と魅力にあふれ、安全

で住みやすいまちづくりを進めていくことが、市民の皆様の願いであるとの認識に立ち、

その負託に応えるべく、皆様とともに頑張ってまいる所存でございます。今後とも、議

員の皆様方の温かい御支援、御指導、御鞭撻を賜りますよう、心からお願い申し上げま

して、就任の御挨拶とさせていただきます。 

 誠にありがとうございました。 

○副議長（平川博之君）  それでは議長を交代いたします。 

 この際、暫時休憩いたします。 

                            （休憩 １０時３２分） 

                            （再開 １０時３４分） 

○議長（酒永光志君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 お諮りします。 

 この際、議席の一部変更を日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議席の一部変更を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。  

 ただいま追加された議案を配付しますので、暫時休憩とします。 

                            （休憩 １０時３５分） 

                            （再開 １０時４０分） 

○議長（酒永光志君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

追加日程第３  議席の一部変更 

 

○議長（酒永光志君）  追加日程第３、議席の一部変更を行います。 

 先ほどの議長の選挙に伴い、江田島市議会会議規則第４条第３項の規定により、議席

の一部を変更したいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議席の一部を変更することに決定いたしました。 

 それでは、議長において、１番から９番は、ただいまの着席のとおりとし、１０番を

１６番とし、１６番を１３番とし、１１番から１３番までを１番ずつ繰り上げた席を議

席として指定いたします。 

 それでは、ただいま指定した議席にそれぞれお着き願います。 

 この際、暫時休憩します。 

                            （休憩 １０時４１分） 

                            （再開 １０時４２分） 

○議長（酒永光志君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 平川博之副議長から副議長の辞職願が提出されています。 

 お諮りします。 

 この際、副議長の辞職を日程に追加し、議題としたいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、副議長の辞職を日程に追加し、議題とすることに決定しました。 

 ただいま追加された議案を配付しますので、暫時休憩とします。 

                            （休憩 １０時４３分） 

                            （再開 １０時４４分） 

○議長（酒永光志君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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追加日程第４  副議長の辞職 

 

○議長（酒永光志君）  追加日程第４、副議長の辞職を議題とします。 

 この際、地方自治法第１１７条の規定により、平川博之副議長の退場を求めます。 

（平川博之議員 退場） 

 先ほど提出されました辞職願については、朗読を省略します。 

 この際、念のために申し上げます。 

 副議長の辞職は、会議規則第１３９条第２項の規定により、討論を用いないで、その

許否を決めることになっております。 

 よって、直ちに採決したいと思います。 

 お諮りします。 

 平川博之議員の副議長辞職を許可することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、平川博之議員の副議長辞職を許可することに決定しました。 

 平川博之議員の入場を許可します。 

（平川博之議員 入場） 

 ただいま副議長が欠員となりました。 

 お諮りします。 

 この際、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行うことに決定しました。 

 ただいま追加された議案を配付しますので、暫時休憩とします。 

                            （休憩 １０時４７分） 

                            （再開 １０時４８分） 

○議長（酒永光志君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  

追加日程第５  副議長の選挙 

 

○議長（酒永光志君）  追加日程第５、副議長の選挙を行います。 

 選挙は投票によって行います。 

 議場の閉鎖を命じます。 

（議場を閉める） 

 ただいまの出席議員数は、１６名です。 

 投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙の配付） 
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 念のため申し上げます。 

 投票は単記無記名であります。自席にて、投票用紙に被選挙人の氏名を記載してくだ

さい。 

 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱の点検をします。 

（投票箱の点検） 

 異状なしと認めます。 

 ただいまから、投票を行います。 

 １番、宮下議員から議席順に投票をお願いします。 

（投 票） 

 投票漏れはありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 これより開票を行います。 

 会議規則第３１条第２項の規定により、立会人に４番平本美幸議員、５番美濃英俊議

員、６番古居俊彦議員を指名します。 

 開票の立会いをお願いいたします。 

（開 票） 

 選挙の結果を報告いたします。 

 投票総数１６票。 

 これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。 

 そのうち有効投票１６票、無効投票ゼロ票。 

 有効投票のうち上松英邦議員１１票、岡野数正議員５票。 

 以上のとおりであります。 

 この選挙の法定得票数は４票です。したがって上松英邦議員が副議長に当選されまし

た。 

 議場の閉鎖を解きます。 

（議場を開く） 

 ただいま副議長に当選された上松英邦議員が議場におられます。会議規則第３２条第

２項の規定により当選の告知をいたします。 

 上松英邦議員、当選承諾及び御挨拶をお願いします。 

○副議長（上松英邦君）  皆さん、こんにちは。ただいま皆様の御推挙により、副議

長という大役を仰せつかりました上松英邦でございます。 

 先ほど新たに議長に就任されました酒永議長をしっかりと支え、そしてまた議員の皆

様とともに、江田島市発展のために尽くしてまいりたいと思いますので、どうかよろし

くお願いをいたしまして、簡単ではありますが挨拶とさせていただきます。誠にありが
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とうございました。 

○議長（酒永光志君）  この際、暫時休憩いたします。１１時１０分まで休憩といた

します。 

                            （休憩 １０時５８分） 

                            （再開 １１時１０分） 

○議長（酒永光志君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

日程第４  常任委員の選任について 

 

○議長（酒永光志君）  日程第４、常任委員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 常任委員の選任については、委員会条例第８条第１項の規定により、議長において総

務文教常任委員に宮下成美議員、平本美幸議員、古居俊彦議員、岡野数正議員、平川博

之議員、酒永光志議員、浜西金満議員、山本一也議員。 

 産業厚生常任委員に筧本 語議員、上本雄一郎議員、美濃英俊議員、長坂実子議員、

沖也寸志議員、沖元大洋議員、上松英邦議員、吉野伸康議員をそれぞれ指名します。 

 この際、暫時休憩いたします。 

                            （休憩 １１時１１分） 

                            （再開 １１時５３分） 

○議長（酒永光志君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程に先立ち、各常任委員会の委員長及び副委員長が互選されましたので、報告いた

します。 

 総務文教常任委員会委員長、平川博之議員。副委員長、岡野数正議員。 

 産業厚生常任委員会委員長、長坂実子議員。副委員長、上本雄一郎議員。以上であり

ます。 

 

日程第５  議会運営委員の選任について 

 

○議長（酒永光志君）  日程第５、議会運営委員の選任を行います。 

 お諮りします。議会運営委員会の選任については、委員会条例第８条第１項の規定に

より、議長において平川博之議員、岡野数正議員、山本一也議員、長坂実子議員、上本

雄一郎議員、美濃英俊議員を指名したいと思います。 

 よって、ただいま指名した方を、それぞれ議会運営委員に選任することに決定いたし

ました。 

 この際、暫時休憩します。 

                            （休憩 １１時５５分） 

                            （再開 １３時２０分） 

○議長（酒永光志君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 沖元大洋議員から欠席する旨、届出がありました。 
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 日程に先立ち、議会運営委員会の委員長及び副委員長が互選されましたので報告しま

す。 

 議会運営委員会委員長、岡野数正議員、副委員長、上本雄一郎議員。以上であります。 

 

日程第６  広島県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 

 

○議長（酒永光志君）  日程第６、広島県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を行

います。 

 この選挙は、本日付けで広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の沖也寸志議員から

辞職願いが提出されているため、行われます。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により

行いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定しました。 

 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員に、長坂実子議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名いたしました長坂実子議員を当選人と定めることに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました長坂実子議員が、広島県後期高齢者医療広域連合

議会議員に当選されました。 

 長坂実子議員が議場におられます。会議規則第３２条第２項の規定により当選の告知

をいたします。 

 

日程第７  広島県水道広域連合企業団議会議員選挙 

 

○議長（酒永光志君）  日程第７、広島県水道広域連合企業団議会議員選挙を行いま

す。 

 この選挙は、本日付けで広島県水道広域連合企業団議会議員の沖也寸志議員から辞職

願いが提出されているため、行われます。 
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 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選により

行いたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長において指名することにしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、議長において指名することに決定いたしました。 

 広島県水道広域連合企業団議会議員に、長坂実子議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名しました長坂実子議員を当選人と定めることに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名しました長坂実子議員が広島県水道広域連合企業団議会議員に

当選されました。 

 長坂実子議員が議場におられます。会議規則第３２条第２項の規定により当選の告知

をします。 

 

日程第８  議案第５５号  ～  日程第１９  議案第６６号 

 

○議長（酒永光志君）  日程第８、議案第５５号 令和４年度江田島市一般会計歳入

歳出決算の認定についてから、日程第１９、議案第６６号 令和４年度江田島市下水道

事業会計決算の認定についてまでの１２議案を一括議題とします。 

 本１２議案に関し、平川博之決算審査特別委員長の報告を求めます。 

○決算審査特別委員長（平川博之君）  それでは報告させていただきます。 

 令和５年１０月３１日。 

 江田島市議会議長様。 

 江田島市議会決算審査特別委員会委員長 平川博之。 

 決算審査特別委員会報告をいたします。 

 本委員会は、令和５年第４回江田島市議会定例会本会議２日目において付託された議

案について、総務文教、産業厚生の２分科会に分割し、９月１９日、２０日に産業厚生

分科会、９月２１日、２２日に総務文教分科会を開会し、慎重に審査した結果、個別意

見・要望事項を付して全会一致で決したので、会議規則第１０３条の規定により報告し

ます。 
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 １、審査した議案、議案第５５号 令和４年度江田島市一般会計歳入歳出決算の認定

についてから、議案第６６号 令和４年度江田島市下水道事業会計決算の認定について

までの１２議案です。 

 審査の概要についてです。 

 本審査に当たっては、会計検査検査証及び附属書類・証書類は全て監査委員の審査済

みであり、その意見書も提出されているが、計数的な面を含め、予算の執行が議会議決

の趣旨を尊重し、適正にして公正かつ能率的に執行されたかどうか、あるいは行政の目

的とする地域住民の福祉の増進のために、どのような効果を上げることができたか、行

政効果の観点から審査を行いました。 

 審査の結果についてです。 

 令和４年度の一般会計・特別会計及び各企業会計の決算認定に当たっては、前述した

ような審査の着眼点に基づき、執行部から決算概要を聴取するとともに、決算審査意見

書及び主要施策の成果に関する報告書等を参考に審査を行ったところ、一般会計・特別

会計及び各企業会計決算は、適法にしてかつ予算議決の趣旨を尊重しながら、健全な財

政運営に努められていると認められました。 

 よって、令和４年度一般会計・特別会計及び各企業会計決算については、全会一致で

認定することに決しました。 

 なお、個別意見・要望事項は、報告書に記載しているとおりでございます。  

 以上で、報告を終わります。 

○議長（酒永光志君）  これをもって、平川博之決算審査特別委員長の報告を終わり

ます。 

 本１２議案についての委員長の報告は、意見をつけ認定すべきであるとするものです。 

 これより委員長の報告に対する質疑を行います。 

 なお、委員長への質疑は、報告にあります委員会の経過と結果に対するものでござい

ます。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 これより、それぞれの議案について、討論と採決を行います。 

 初めに、議案第５５号 令和４年度江田島市一般会計歳入歳出決算の認定について討

論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 議案第５５号 令和４年度江田島市一般会計歳入歳出決算の認定について、委員長の

報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 
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（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定しました。 

 次に、議案第５６号 令和４年度江田島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定

について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 議案第５６号 令和４年度江田島市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、委員長の報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第５７号 令和４年度江田島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認

定について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 議案第５７号 令和４年度江田島市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、委員長の報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第５８号 令和４年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳

出決算の認定について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 議案第５８号 令和４年度江田島市介護保険（保険事業勘定）特別会計歳入歳出決算

の認定について、委員長の報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定いたしました。 
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 次に、議案第５９号 令和４年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会

計歳入歳出決算の認定について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 議案第５９号 令和４年度江田島市介護保険（介護サービス事業勘定）特別会計歳入

歳出決算の認定について、委員長の報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を

求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第６０号 令和４年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 議案第６０号 令和４年度江田島市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、委員長の報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第６１号 令和４年度江田島市港湾管理特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 議案第６１号 令和４年度江田島市港湾管理特別会計歳入歳出決算の認定について、

委員長の報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第６２号 令和４年度江田島市地域開発事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 議案第６２号 令和４年度江田島市地域開発事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、委員長の報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第６３号 令和４年度江田島市宿泊施設事業特別会計歳入歳出決算の認定

について、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 議案第６３号 令和４年度江田島市宿泊施設事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、委員長の報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。  

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第６４号 令和４年度江田島市交通船事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 議案第６４号 令和４年度江田島市交通船事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

委員長の報告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第６５号 令和４年度江田島市水道事業会計決算の認定について、討論を

行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 
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 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 議案第６５号 令和４年度江田島市水道事業会計決算の認定について、委員長の報告

のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は可決及び認定することに決定いたしました。 

 次に、議案第６６号 令和４年度江田島市下水道事業会計決算の認定について、討論

を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより直ちに採決を行います。 

 議案第６６号 令和４年度江田島市下水道事業会計決算の認定について、委員長の報

告のとおり認定することに、賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数です。 

 よって、本案は認定することに決定いたしました。 

 この際、暫時休憩いたします。 

                            （休憩 １３時４１分） 

                            （再開 １３時４３分） 

○議長（酒永光志君）  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 先ほど総務文教常任委員会、産業厚生常任委員会から会議規則第１０４条の規定によ

り所管事務調査を閉会中の継続調査としたい旨の申出がありました。また、議会運営委

員会から会議規則第１０４条の規定により、所管事務調査及び審査を閉会中の継続調査

及び審査としたい旨の申出がありました。 

 この際、これを日程に追加し、議題としたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 御異議なしと認めます。 

 よって、閉会中の継続調査及び審査の申出の承認についてを日程に追加し議題とする

ことに決定いたしました。 

 

追加日程第７  閉会中の継続調査及び審査の申出の承認について 

 

○議長（酒永光志君）  追加日程第７、閉会中の継続調査及び審査の申出の承認につ

いてを議題といたします。 

 申出の内容は、お手元に配付しておりますとおり、会議規則第１０４条の規定により、
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各常任委員会委員長から閉会中の継続調査また議会運営委員会委員長から閉会中の継続

調査及び審査の申出がありました。 

 お諮りします。 

 それぞれの委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査及び審査をすることに、御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、それぞれの委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査及び審査とすること

に決定いたしました。 

 以上をもって、本臨時会に付議された議案の審議は全て終了いたしました。 

 これで、令和５年第５回江田島市議会臨時議会を閉会いたします。 

 皆さん、御苦労さまでした。 

                            （閉会 １３時４５時分） 
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